
東郷町議会議員政治倫理条例 

（目的） 

第１条 この条例は、東郷町議会議員（以下「議員」という 。） が、その地位が町

民の厳粛な信託によるものであることを認識し、町民全体の奉仕者として、その

人格と倫理の向上に努め、町政に対する町民の信頼に応えるとともに、町民が町

政に対する正しい認識と自覚を持ち、もって公正で開かれた町政の発展に寄与す

ることを目的とする。 

（議員及び町民の責務） 

第２条 議員は、町民の代表者として町政に携わる権能と責務を深く自覚して自ら

研さんを積み、資質を高めるとともに、町民に対し、常に政治倫理に関する高潔

性を示すことができるよう努めなければならない。 

２ 議員は、公正な職務を妨げるいかなる不当な働きかけにも屈してはならない。 

３ 議員は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、自ら率先し

て誠実かつ真摯に、真実を明らかにして説明責任を果たさなければならない。 

４ 町民は、主権者として自らも町政を担い、公共の利益を実現する責任を負うこ

とについて自覚を持ち、議員に対して、その地位による影響力を不正に行使させ

るような働きかけを行ってはならない。 

（政治倫理基準） 

第３条 議員は、公職にある者に対して適用される法律のほか、次に掲げる政治倫

理基準を遵守しなければならない。 

 ⑴ 町民の代表者として品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務 

に関し不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。 

 ⑵ 町民全体の奉仕者として行動するものとし、その地位を利用して職務の公正

を疑われるような金品を授受しないこと。 

 ⑶ 町（町の出資法人（町が設立した公社並びに町が資本金、基本金その他これ

らに準じるものを出資している公益財団法人、一般財団法人及び株式会社をい

う。以下同じ 。） を含む。次条第１項において同じ 。） が締結する工事、製造

その他の請負契約（下請負を含む。）、一般物品納入契約及び業務委託契約（以

下「請負契約等」という 。） 並びに地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以



下「法」という 。） 第２４４条の２第３項に規定する指定管理者（以下「指定

管理者」という 。） の指定に関して特定の業者を紹介し、若しくは推薦し、又

は妨害し、若しくは排除する等の働きかけをしないこと。 

 ⑷ 町職員の採用、昇任又は人事異動に関して推薦又は紹介をしないこと。 

⑸ 町職員の公正な職務執行を妨げ、その権限又は地位による影響力を不正に行

使するよう働きかけないこと。 

⑹ 政治活動に関して法人その他の団体から政治的又は道義的な批判を受けるお

それのある寄附を受けないものとし、その資金管理団体についても、同様とす

ること。 

⑺ その地位を利用して、町職員に対する物品等の販売その他町職員との各種契

約の締結を行わないこと。 

⑻ 町又は町の出資法人が補助金等を交付する団体等の役員に就任しないよう努

めること。 

２ 議員は、前項に規定する政治倫理基準に違反する事実があるとの疑惑を持たれ

たときは、自ら誠実な態度をもって疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明

らかにしなければならない。 

（請負契約等及び指定管理者の指定に関する遵守事項） 

第４条 議員は、法第９２条の２の規定の趣旨を尊重し、議員、その配偶者若しく

は２親等以内の親族が役員をしている企業又は議員が実質的に経営に関与してい

る企業で次の各号のいずれかに該当するものに対し、町に対する請負契約等及び

指定管理者の指定の申入れを辞退させるよう努めなければならない。 

 ⑴ 議員が資本金その他これに準ずるものの３分の１以上を出資している企業 

⑵ 議員が年額１００万円以上の報酬、顧問料その他これらに準ずるものを収受

している企業 

⑶ 議員がその経営方針又は主要な取引に関与している企業 

２ 議員は、前項の規定により関係企業が請負契約等及び指定管理者の指定の申入

れを辞退するときは、町民に疑惑を持たれないように責任を持って関係企業の辞

退届を提出するよう努めなければならない。 

３ 議員は、第１項に規定する関係企業があるときは、その企業の名称、所在地及



び代表者並びに当該企業におけるその役職又は親族関係等の関連を記載した関係

企業報告書を、任期開始の日から３０日以内（任期開始の日後に同項に規定する

事実が発生した場合にあっては、当該事実が発生した日から３０日以内）に作成

し、議長に提出しなければならない。 

４ 議員は、前項の規定により作成し、議長に提出した関係企業報告書又はこの項

の規定により作成し、議長に提出した関係企業変更報告書の内容に変更がある場

合は、その変更の内容について、前項に掲げる事項を記載した関係企業変更報告

書を作成し、速やかに議長に提出しなければならない。 

５ 第２項の辞退届は、議員の任期開始の日から３０日以内（任期開始の日後に第

１項に規定する事実が発生した場合にあっては、当該事実が発生した日から３０

日以内）に議長に提出するものとする。 

６ 議長は、前項の辞退届の提出状況を公表するものとする。 

( 審査の請求 )  

第５条 町民及び議員は、議員が第３条に規定する政治倫理基準又は第４条に規定

する請負契約等及び指定管理者の指名に関する遵守事項 ( 以下「政治倫理基準等

」という。 ) に違反する疑いがあるときは、町民においては法第７４条第５項に

規定する選挙権を有する者の総数の１００分の１以上の者の連署、議員において

は、議員定数の２分の１以上の者の連署をもって、審査請求をした代表者 ( 以下

「請求代表者」という。 ) が、これを証する資料を添付した請求書 ( 以下「審査

請求書」という。 ) を議長に提出し、審査を請求することができる。 

２ 議長は、前項の規定による審査請求書が提出されたときは、当該審査請求の内

容について審査するものとし、審査請求書に形式上の不備があると認めるときは

、請求代表者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。 

３ 議長は、審査請求が次のいずれかに該当するときは、当該審査請求を却下する

。 

⑴ 第１項に規定する要件を満たしていないとき。 

⑵ 請求代表者が前項の規定による補正の求めに従わないとき。 

⑶ その内容が審査請求をすることができない対象についてしたものであるとき

。 
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( 審査会の設置等 )  

第６条 議長は、東郷町議会議員政治倫理審査会 ( 以下「審査会」という。 ) を設

置する。 

２ 審査会の委員は８名以内とし、東郷町議会委員会に関する条例（昭和３６年東

郷町条例第３１号）の委員の選任基準を準用し、議長が指名して組織する。 

３ 審査会の委員の任期は、１年とし再任は妨げないものとする。 

( 審査会の審査 )  

第７条 議長は、第５条の規定により審査請求が行われたときは、審査会に審査を

求めなければならない。 

２ 審査会は、前項の規定により議長から審査を求められたときは、審査請求の適

否又は政治倫理基準等に違反する行為の存否について審査する。 

３ 審査会は、前項の審査を行うため、審査の対象となった議員（以下「被請求議

員」という 。） その他の者に対し事情聴取等必要な調査を行うことができる。 

４ 審査会の会議は、公開するものとする。ただし、出席委員の３分の２以上の同

意により非公開とすることができる。 

５ 審査会は、第２項の規定による審査を終えたときは、その審査結果を議長に報

告しなければならない。 

６ 議長は、前項の規定により審査会から審査結果の報告を受けたときは、速やか

にその概要を公表しなければならない。 

（職務関連犯罪容疑による起訴後の説明会） 

第８条 議員が刑法（明治４０年法律第４５号）第１９７条から第１９７条の４ま

での各条及び第１９８条に規定する贈収賄罪並びに公職にある者等のあっせん行

為による利得等の処罰に関する法律（平成１２年法律第１３０号）に規定する犯

罪その他職務に関連する犯罪（以下これらを「職務関連犯罪」という 。） により

起訴された後、引き続きその職にとどまろうとするときは、当該議員は、身柄を

拘束されている場合を除き、その理由を町民に説明する会（以下「説明会」とい

う 。） の開催を議長に求めなければならない。 

２ 議長は、前項の規定による開催の請求があったときは、説明会を開催しなけれ

ばならない。この場合において、当該議員は、説明会に出席し、説明をしなけれ
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ばならない。 

３ 前項の規定による説明会が開催されないときは、町民は、有権者（法第１８条

に規定する選挙権を有する者をいう 。） １００人以上の連署をもって、議長に説

明会の開催を請求することができる。 

４ 前項の規定による請求は、当該議員が起訴された日の翌日から起算して５０日

以内に行わなければならない。 

５ 議長は、第３項の規定による開催の請求があったときは、説明会を開催しなけ

ればならない。この場合において、当該議員は、説明会に出席し、説明をしなけ

ればならない。 

６ 町民は、説明会において、当該議員が行った説明に関し当該議員に質問するこ

とができる。 

（職務関連犯罪による第一審有罪判決後の説明会） 

第９条 前条の規定は、議員が職務関連犯罪により有罪とする第一審判決の宣告を

受けた場合において、なお引き続きその職にとどまろうとするときに準用する。

この場合において、同条第４項中「起訴された日の翌日から起算して５０日以内

」とあるのは、「判決の宣告を受けた日の翌日から起算して３０日を経過する日

の翌日から２０日以内」と読み替えるものとする。 

（職務関連犯罪による有罪確定後の措置） 

第１０条 議員は、職務関連犯罪により有罪とする判決の宣告を受け、その判決が

確定したときは、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１１条第１項及び

法第１２７条第１項の規定により失職する場合を除き、辞職手続をとるものとす

る。 

２ 議会は、前項の規定による辞職手続をとらない議員に対し、議会の名誉と品位

を守り、町民の信頼を回復するため、辞職を勧告するものとする。 

（議員の協力義務等）  

第１１条 被請求議員は、審査会から審査に必要な資料の提出又は審査会への出席

を求められた場合は、それに従わなければならない。 

２ 被請求議員は、審査会において口頭又は文書により弁明することができる。 

３ 被請求議員は、審査結果について議長に対し弁明書を提出することができる。 



４ 前項の規定により弁明書が提出された場合は、議長は、第７条第６項の規定に

よる公表に併せて当該弁明書の全部又はその概要の公表を行うものとする。 

（留意事項） 

第 1 ２条 第３条に規定する事項の運用に際しては、正当な政治活動を抑圧するこ

とのないよう留意しなければならない。 

（検証及び見直し） 

第１３条 議会は、３年を超えない期間ごとに、この条例におけるその時点の社会

情勢に照らし、並びにこれを検証し、その結果に基づき見直しが必要なときは、

これを行うものとする。 

（委任） 

第 1 ４条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項につい

ては、議長が別に定める。 

附 則 

この条例は、平成２７年６月１日から施行する。 


